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工事作業に汗を流すリンゴ生産者

農道に設置されている電気柵（手代森地区）

黒川で山中に電気柵黒川で山中に電気柵
リンゴを鳥獣害から守れ！リンゴを鳥獣害から守れ！

　

盛
岡
市
黒
川
地
区
で
は
リ
ン
ゴ
農
家

十
一
人
が
令
和
４
年
９
月
、
電
気
柵
を
設

置
し
ま
し
た
。
北
上
山
系
か
ら
侵
入
す
る

獣
が
多
い
こ
と
か
ら
、
今
回
は
尾
根
伝
い

に
柵
を
張
り
巡
ら
せ
た
も
の
で
、
前
年
工

事
分
を
さ
ら
に
三
百
五
十
㍍
延
ば
し
、
総

延
長
は
六
百
㍍
に
及
び
ま
し
た
。
市
農
政

課
と
連
携
し
た
わ
な
猟
と
の
相
乗
効
果
を

高
め
る
狙
い
で
す
。

　

電
気
柵
は
基
本
的
に
手
作
り
で
あ
り
、

材
料
代
も
一
部
自
己
負
担
が
発
生
し
ま

す
。
そ
の
た
め
鉄
柱
は
使
用
済
み
の
リ
ン

ゴ
支
柱
を
再
利
用
す
る
な
ど
の
工
夫
を

し
、
費
用
節
約
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
設
置
し
て
終
わ
り
で
は
な
く
、

維
持
管
理
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
例
年
２
回
に
渡
っ
て
周
辺
の
除
草
や

配
線
等
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
を
継
続
し

て
行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

９
月
の
作
業
は
、
時
折
降
り
し
き
る
雨

の
中
実
施
し
、
木
を
チ
ェ
ン
ソ
ー
で
伐
採

し
た
あ
と
鉄
柱
を
担
い
で
運
搬
、
起
伏
が

激
し
い
山
中
を
何
度
も
往
復
す
る
重
労
働

と
な
り
ま
し
た
。
電
気
柵
は
令
和
５
年
も

さ
ら
に
延
長
す
る
計
画
で
、
除
草
作
業
な

ど
の
管
理
も
集
団
で
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

　

岩
手
県
の
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被

害
は
４
億
２
千
万
円
（
令
和
２
年
度
）
に

及
び
、
営
農
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
ま
す
。
捕
獲
担
い
手
の
高
齢
化
と
減
少

が
課
題
で
あ
り
、
今
後
も
地
域
と
地
方
自

治
体
、
国
が
共
同
で
取
り
組
ん
で
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。（乙

部
地
区
調
査
会
）



　

令
和
４
年
10
月
20
日
、
旧
盛
岡
地
区
調
査

会
の
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
と
し
て
新

た
に
袴
田
優
樹
さ
ん（
40
）が
就
任
さ
れ
ま
し

た
。

　

盛
岡
市
出
身
の
袴
田
さ
ん
は
進
学
・
就
職

に
伴
い
関
東
地
方
、
東
海
地
方
へ
引
っ
越

し
、
民
間
企
業
に
勤
め
て
い
ま
し
た
が
、
東

日
本
大
震
災
を
機
に
Ｕ
タ
ー
ン
。
平
成
30
年

に
は
盛
岡
市
地
域
お
こ
し
協
力
隊
へ
就
任

し
、
３
年
間
、
盛
岡
市
薮
川
の
特
産
品
開
発

に
取
り
組
み
ま
し
た
。
行
者
に
ん
に
く
を
使

用
し
た
商
品
開
発
を
手
掛
け
た
ほ
か
、
薮
川

の
隠
れ
た
名
産
品
「
高
糖
度
と
う
も
ろ
こ

し
」
の
栽
培
、
Ｐ
Ｒ
活
動
等
多
面
的
な
取
り

組
み
に
尽
力
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

薮
川
の
気
候
が
生
ん
だ
高
糖
度
と
う
も
ろ

こ
し
は
、
メ
ロ
ン
並
の
糖
度
を
誇
る
と
し
て

現
在
、
積
極
的
に
販
路
を
拡
大
し
て
い
ま
す

が
袴
田
さ
ん
が
盛
岡
市
へ
帰
郷
さ
れ
た
当
初

は
、
「
１
本
50
円
で
投
げ
売
り
さ
れ
て
い

た
」
と
の
こ
と
。
「
こ
の
ま
ま
埋
も
れ
さ
せ

る
の
は
勿
体
な
い
。
特
産
品
と
し
て
広
く
魅

力
を
伝
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
魅
力
に
見

合
っ
た
価
格
で
販
路
を
広
げ
、
地
元
農
家
さ

ん
の
収
入
源
と
し
た
か
っ
た
」
と
袴
田
さ
ん

は
当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
地
元
食
材
の
魅
力
を
発
掘
す

る
ほ
か
、
令
和
３
年
か
ら
は
ド
ロ
ー
ン
を
利

用
し
た
農
薬
散
布
請
負
事
業
を
展
開
し
高
齢

化
す
る
担
い
手
の
農
作
業
負
担
の
軽
減
に
取

り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
自
ら
の
農
場
で
農
業
体
験
活
動
を

実
施
し
、
県
外
の
人
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
で

盛
岡
市
の
農
業
を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
頂
く

取
り
組
み
も
精
力
的
に
実
施
し
、
内
外
双
方

か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
形
で
盛
岡
の
農
業
振

興
の
在
り
方
を
幅
広
く
模
索
す
る
毎
日
で

す
。

　
「
地
元
の
農
家
さ
ん
と
は
き
ち
ん
と
儲
か

る
形
を
共
に
考
え
、
新
規
就
農
希
望
者
に
対

し
て
は
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
、
間
口
を
広
げ
る

取
り
組
み
が
必
要
。
厳
し
い
時
代
だ
か
ら
こ

そ
、
人
と
の
繋
が
り
を
大
切
に
し
て
い
き
た

い
」
と
袴
田
さ
ん
は
熱
く
抱
負
を
語
り
ま

す
。

⑵

　現農業委員・農地利用最適化推進委員の任期が令和５年７月19日で満了となることに伴い、次期農
業委員等の募集を行います。
■ 農業委員の主な業務
　・農業委員会の会議に出席し、農地転用や売買・賃借等の権利移動などを審議
　・地域の農業者等の話し合いへの参加による農地集積・集約の活動
　・農地パトロールなどの遊休農地の発生防止・解消に向けた活動等
■ 農地利用最適化推進委員の主な業務
・地域の農業者等の話し合いへの参加による農地集積・集約などの活動
・農地パトロールなどの遊休農地の発生防止・解消に向けた活動等
■ 募集期間
　令和５年２月１日（水）から
　令和５年２月28日（火）まで
■ 募集人数
　農業委員　　　　　　　　19人
　農地利用最適化推進委員　26人
■ 任　　期
　令和５年７月20日から令和８年７月19日まで

農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します

新
任
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
の
ご
紹
介

袴
田　
優
樹 

さ
ん



⑶

　

農
業
委
員
会
は
、
令
和
４
年
10
月
21
日
に

「
令
和
５
年
度
盛
岡
市
農
業
施
策
に
対
す
る

意
見
・
要
望
書
」
を
谷
藤
裕
明
盛
岡
市
長
へ

提
出
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、「
令
和
４
年
度
盛
岡
市
農
業
委

員
会
農
政
懇
談
会
」
を
令
和
４
年
11
月
29
日

に
開
催
し
、
北
田
会
長
ほ
か
農
業
委
員
、
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
と
谷
藤
市
長
や
関

係
担
当
部
課
長
ら
の
出
席
の
も
と
、
農
業
者

の
声
を
市
の
農
業
施
策
へ
届
け
る
た
め
の
懇

談
を
行
い
ま
し
た
。

      

意
見
・
要
望
の
提
出
と

農
政
懇
談
会
の
開
催

﹁
令
和

﹁
令
和
44
年
度
盛
岡
市
農
業
委
員
会
農
政

年
度
盛
岡
市
農
業
委
員
会
農
政

懇
談
会
﹂

懇
談
会
﹂
の
詳
細
は
︑
盛
岡
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
農
業
委
員
会
﹁
農
業
委
員
会

﹁
農
業
委
員
会

か
ら
の
お
知
ら
せ
﹂

か
ら
の
お
知
ら
せ
﹂
の
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
ま
す
︒

︵
広
報
ID
：
１
０
１
７
８
９
２
︶

全国農業新聞 全国農業新聞 購読者を募集中購読者を募集中

●● 発行日　毎週金曜日

●● 購読料　１ヶ月　700 円
　　　　　　　（送料込み）

●● 申込み　農業委員会事務局へ

農政懇談会の様子

農業者年金に農業者年金に
加入しませんか！加入しませんか！

　20歳以上60歳未満の国民年金第１号被保険
者で、年間60日以上農業に従事する方は加入
できます。なお、60歳以上65歳未満の方は
国民年金の任意加入者に限ります。
　ご相談は、農業委員会事務局またはＪＡへ。

  【【
全
市
的
要
望
（
５
項
目
、
計

全
市
的
要
望
（
５
項
目
、
計
2121
要
望
）】

要
望
）】

　
①
農
地
の
集
積
・
集
約
化
に
つ
い
て

　
　

 

認
定
農
業
者
へ
の
補
助
拡
充
、
人
・

農
地
プ
ラ
ン
の
実
践
に
向
け
た
取
組 

等

　
②
遊
休
農
地
対
策
に
つ
い
て

　
　

 

農
地
整
備
の
補
助
・
支
援
、
担
い
手

不
足
に
関
す
る
取
組
の
検
討 

等

　
③
担
い
手
・
経
営
対
策
に
つ
い
て

　
　

 

ス
マ
ー
ト
農
業
導
入
の
た
め
の
補
助

拡
充
、
雇
用
就
農
の
支
援
、
肥
料
・

燃
料
高
騰
に
対
す
る
支
援
の
充
実 

等

　
④
鳥
獣
被
害
対
策
等
に
つ
い
て

　
　

 

拡
大
す
る
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
、
電

気
柵
の
管
理
費
・
設
置
の
補
助 

等

　
⑤
そ
の
他
農
業
振
興
対
策
に
つ
い
て

　
　

 
飼
料
用
米
の
活
用
促
進
、
学
校
給
食

で
の
有
機
食
材
の
使
用
に
つ
い
て

    【
地
区
要
望

【
地
区
要
望  （
４
項
目
、
計

（
４
項
目
、
計
1313
要
望
）】

要
望
）】

　
① 

地
区
の
農
業
全
般
に
関
す
る
状
況
に

つ
い
て

　
② 

地
区
農
業
振
興
に
関
わ
る
状
況
に
つ
い

て

　
③ 

地
区
の
農
村
環
境
整
備
に
関
わ
る
状
況

に
つ
い
て

　
④ 

そ
の
他
の
地
区
要
望
（
遊
休
農
地
や
鳥

獣
被
害
に
つ
い
て
）

懇
談
会
で
の
要
望
と
回
答
（
一
部
）

要
望
要
望

　

座
談
会
の
定
例
化
、
講
師
の
派
遣
な

ど
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
実
践
に
向
け
た

取
組
の
支
援
を
行
う
こ
と
。

　

ま
た
、
集
積
が
進
ん
だ
地
域
は
ど
の

よ
う
に
し
て
進
め
た
の
か
、
実
績
か
ら

学
ぶ
機
会
を
広
く
提
供
す
る
こ
と
。

市
の
回
答
　

　

令
和
5
年
4
月
施
行
予
定
の
農
業
経
営
基

盤
強
化
促
進
法
改
正
法
に
よ
り
、「
地
域
計

画
」
を
令
和
6
年
度
末
ま
で
に
地
域
の
話
し

合
い
に
よ
っ
て
策
定
す
る
予
定
で
す
。
市
と

し
ま
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
準
備
期
間
を
、

関
係
機
関
一
丸
と
な
っ
て
農
業
者
等
へ
の
周

知
や
機
運
醸
成
な
ど
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
。

　

集
積
事
例
を
学
ぶ
機
会
に
つ
い
て
は
、
関

係
機
関
が
主
催
す
る
「
地
域
農
業
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
実
践
塾
」
で
先
進
地
事
例
の
研
修
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
地
区
で
の
集
ま
り
な
ど
の

機
会
を
捉
え
、
そ
の
内
容
を
農
業
者
へ
も
お

示
し
し
な
が
ら
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
実
践

に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。



　

令
和
４
年
10
月
。
米
内
川
の
恩
恵

を
享
受
す
る
旧
盛
岡
地
区
に
今
年
も

米
の
収
穫
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
し

た
。
作
柄
は
平
年
並
み
を
維
持
。
稲

穂
の
金
色
が
輝
く
田
園
風
景
は
ま
さ

に
「
米
の
芸
術
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
く
、
後
世
に
残
す
べ
き
も
の
で
あ

る
と
改
め
て
実
感
し
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
、
農
地
の
多
く
が
森
林
に
面

し
て
い
る
こ
と
か
ら
例
年
鳥
獣
被
害

に
悩
ま
さ
れ
、
担
い
手
の
減
少
も
相

ま
っ
て
対
策
に
苦
慮
し
て
い
ま
す
。

近
年
注
目
さ
れ
る
ジ
ビ
エ
と
し
て
の

活
用
も
含
め
、
解
決
法
を
模
索
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

旧
盛
岡
地
区
の
強
み
は
米
内
川
の

豊
富
な
水
源
と
美
し
い
景
観
、
そ
し

て
住
宅
地
や
駅
に
近
い
こ
と
で
す
。

こ
の
長
所
を
利
用
し
て
上
米
内
駅
を

う
る
し
の
里
と
し
て
漆
製
品
の
展
示

販
売
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
地
区
外

の
人
が
旧
盛
岡
地
区
を
訪
れ
交
流
す

る
き
っ
か
け
を
作
り
、
将
来
的
に
は

熱
意
あ
る
農
家
さ
ん
が
中
心
と
な
っ

て
体
験
活
動
の
実
施
や
実
習
の
受
け

入
れ
を
実
施
し
、
旧
盛
岡
地
区
に
人

を
呼
び
込
め
る
体
制
作
り
を
鋭
意
検

討
し
て
お
り
ま
す
。

（
旧
盛
岡
地
区
調
査
会
）

⑷

農地売買情報
No 農地の所在 地目 面積（a） 申出価格

売　
渡

1 下飯岡３地割 田 34 応談

2 羽場２地割 田 33 応談

買 

取

１ 下飯岡10地割 田 50～100 60万円
（10a当たり）

２ 上飯岡14地割 田 30～100 60万円
（10a当たり）

米
内
川
の

米
内
川
の

田
園
風
景
よ
り

田
園
風
景
よ
り

～
旧
盛
岡
地
区
の
展
望

～
旧
盛
岡
地
区
の
展
望

農地の貸し借りをする場合は、必ず農業委員会を通じて書面により農業委員会を通じて書面により契約手続きをしましょう。

　　　　　　　　　●●昔から手続きをせずに、親戚や知人などに口約束で農地を貸して（借りて）いる。
　　　　　　　　　●●面倒だから、正式な手続きをとらずに農地を貸して（借りて）いる。面倒だから、正式な手続きをとらずに農地を貸して（借りて）いる。
　　　　　　　　　●●税金や転作等の関係があるので手続きをしていない。

　　 ☞☞農地の貸し借りは、口約束では契約効果を生じません！農地の貸し借りは、口約束では契約効果を生じません！
　 民法上、契約は口約束でも成立するとされていますが、農地の売買や貸し借りの契約については農地

法の制約を受けます。
　農地法では「許可を受けないでした行為は、その効果を生じない。」と規定しています。

  それでも  それでも口約束口約束でで貸し借り貸し借りをを続けていると…続けていると…

　農地を貸している方（地主）
　◉◉ 相続が発生したとき、誰に貸しているのか分からなくなる。または、口約束が突然無効になってしま
う場合がある。

　◉◉ 農地を返してもらう際、離作料などを請求される場合がある。
　◉ ◉ 20年以上に渡って貸借していた場合、民法第163条により、借り手に農地を
　　取られてしまう場合がある。

　農地を借りている方（借り手）
　◉◉ある日突然、地主に「農地を返してほしい」と言われる場合がある。
　◉◉相続が発生したとき、誰から借りているのか分からなくなる場合がある。

心当たりは
ありませんか？

口約束だけで農地の貸し借りはできません！口約束だけで農地の貸し借りはできません！

ご相談は農業委員会事務局農地係まで。（電話：019︲601︲5072）


